
　　凡例： 確認された事実 推定事項

運転員Ａは、他人
のＩＤカードを使用
して周辺防護区
域から中央制御
室まで入域した

運転員Ａは運転
員ＢのＩＤカードを
持ち出して使用し
た

個人ロッカーで自
身のＩＤカードが
見つからなかった

ロッカー内の捜索が
不十分だった

IDカードを失くし
たことで慌ててい
た

ＩＤカードは後で探
そうと思った

帰りに再捜索して
無ければ、再発
行で良いと思った

個人ロッカー内の
整理整頓ができ
ていなかった

ロッカー内でIDカー
ドを落とした

他人のＩＤカードで
入域しようと判断
した

他人がＩＤカードを取
り出すことができる
状態だった

個人ロッカーに鍵
をかけていなかっ
た

更衣室入口扉に
のみ暗証番号を
設定していた

運転員が他人のＩ
Ｄカードを使うと
は想定していな
かった

周囲に誰もいな
かった

探しているうち
に、他の勤務者
は更衣室を出て
中央制御室に向
けて移動していた

交替勤務時間が
迫っていて、速く
中央制御室に行
きたかった

ＩＤカードが見つか
らないことを周囲
や中央制御室に
伝えられなかった

ＩＤカードを紛失し
た事実を隠した
かった

普段から遅刻等
で怒られることが
多く、もう怒られた
くないと思った

代勤で言いにく
かった

今回の代勤班は
初めてであり、迷
惑をかけたくな
かった

自分のIDカードでも
Ｂゲートは引っかか
る事はあったので
精度が悪く、Ａゲー
トが通れれば行け
ると思っていた（通
過しても問題ないと
思った）

生体認証装置は
登録時や認証時
の操作の仕方に
よりエラーが出る
特性がある

核物質防護の理
解が不十分だっ
た

核セキュリティ文
化醸成に関する
教育は実施して
いたが、個人の
ふるまいレベルの
理解度まで確認
できていなかった

自分の行為の影響
を軽く考えていた

その時は重大さ
に気付かず、何と
か入域したいとい
う思いで一杯だっ
た

委託見張人は、
目視人定確認を
行うＡゲートにて、
なりすまし入域を
阻止できなかった

委託見張人は、
人定確認時に写
真との相違を感じ
たが、『他人』と断
定せずに運転員
Aの入域を許可し
た

委託見張人Ｃ及びE
は入域時口頭申告
された苗字と、ID
カードの記載が同じ
であった為、それ以
上追及はしなかっ
た

委託見張人Ｃ及
びEはよく見かけ
る常時入域者で
ある運転員なの
で、不審者でない
ことは確実と思っ
た

当社の制服を着
用し、通常の運転
員の通過時間
だった

髪型や体型の変
化、写真が不鮮明、
ヘルメットを被って
いると見辛い等、目
視人定確認が難し
い状況をこれまでも
経験していた

現状では、目視
による人定をサ
ポートする設備が
ない

核物質防護部門
の管理者は社員
見張人や委託見
張人が人定確認
にやりづらさがあ
るという声を認識
できていなかった

ＩＤカード不正使用 背後要因図
添付3－2
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防護管理GMは、
人定確認におい
て、不鮮明な写真
等のため見張人
が苦労している状
況を改善してこな
かった

核物質防護部門
の管理者は社員
見張人や委託見
張人が人定確認
にやりづらさがあ
るという声を認識
できていなかった

委託見張人Ｃはなり
すましの疑いに対し
厳格な対応をしな
かった

再委託先には人
定確認で疑いを
感じたときの対応
ルールがなかっ
た

警備会社は、再
委託先に疑義が
生じた際の対応
ルール作りを指
示して来なかった

警備会社は、再
委託先に業務手
順書を貸与せず、
自社の業務手順
との相違に気付
かなかった

本業務の重要性
を再委託先に理
解させるための
十分な指導をして
いなかった

委託見張人Ｃは
なりすましの疑い
がある場合の対
応について十分
な指導を受けて
いなかった

警備会社は、『基
本事項の繰り返
し指導』について
の再委託先への
指導が不足して
いた

警備会社は、再
委託先の力量評
価，フォローアッ
プの仕組みを標
準化したばかり
で、柏崎刈羽は
未実施であった

当該再委託先は
不適合発生率が
低く、警備会社の
細部に渡る関与
が希薄となってい
た

運転員を『不審者
扱いして』止める
事に遠慮を感じた

【※１】
日頃から、運転員
に対して忖度する
感情があった

警備会社では、
警備の重要性に
ついては指導して
いたものの、見張
人の個人差まで
確認できていな
かった

運転員に対して
は優先事項等が
あり、早く入域さ
せる必要があると
思った

運転員について
は、クレームに
なったケースもあ
ると記憶してお
り、遠慮があった

運転員と思われ
たので、警戒心が
薄れていた

目視人定確認の
具体的な方法が
統一、浸透してお
らず、判定基準が
なかった

目視人定確認の
具体的な手順を
定めるマニュアル
が不十分で、教
育も標準化されて
いなかった

荷物検査レーン
を止めて渋滞さ
せることに遠慮が
あった

【※１】

当人を当社防護
窓口に連れて
行って、社員見張
人の手を煩わす
事に遠慮があっ
た

【※１】

委託見張人Ｃは、
違和感を感じたが、
上司や同僚に相談
しなかった

運転員なので問
題ないと思った

運転員は入域す
る時間が他の社
員と異なり、入域
の際の段取りが
手慣れているの
で、運転員と判断
できる

【※１】
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委託見張人Ｅは顔
が違うと思い、名前
を２度質問したが、Ｉ
Ｄカードと同じ名前
の回答があった

委託見張人Ｅは、社
員見張人でも本人
確認され、生体認
証再登録でも確認
していた為、間違い
ないと判断した

制服にはＩＤカード
記載と異なる当人
の名前が刺繍され
ていたが、委託見
張人Ｅは何度か同
様の状況があった
ため、異常と捉えな
かった

運転員は入域回
数が圧倒的に多
く、他の当社社員
とは違った時間で
頻繁に入域する
ため、顔は憶えて
いた

Aゲートでは、目視
人定確認の他に
『他人』と断定する
方法、ツールが無
かった

委託見張人Ｄは、
生体認証再登録
の人定確認で他
人のＩＤカードを使
用したことを見逃
した

委託見張人Ｄに
よる人定確認は、
IDカードに記載さ
れた名前を読み
上げての確認の
みだった

委託見張人Ｄは、
生体認証確認時に
他の検査前と同様
に人定確認すること
の認識が薄かった

生体認証再登録
時の人定確認の
業務手順書の記
載が不十分だっ
た

委託見張人Ｄは、
本業務を厳格に遂
行する意識が低
かった

本業務は、その
都度社員見張人
から指示を受けて
行う作業であった

委託見張人Dは、
『再登録作業の重
要性』について十
分な指導を受け
ていなかった

社員見張人は、
生体認証を行うＢ
ゲートではなりす
まし入域を阻止で
きなかった

社員見張人は、
運転員Ａによるな
りすましの生体認
証再登録を、特
段の手続きなしで
許可した

社員見張人は、運
転員Ａに対し、モニ
タカメラで観察し、
生体認証を複数回
試行させたが、他者
であると判断できな
かった

生体認証のエ
ラーの度合いは
他者であるとの決
定的な数値を示
さなかった

生体認証装置は
登録時や認証時
の操作の仕方に
よりエラーが出る
特性がある

スペースが広い
G81ゲートに移動
させたら数値が改
善した

生体認証のエ
ラーの度合いが
決定的な数値で
ない場合の対応
方法が具体的で
なかった

不正使用がある
ことを前提とした
対応方法ではな
かった

核物質防護部門
の管理者は・ 社
員見張人や委託
見張人が人定確
認にやりづらさが
あるという声を認
識できていなかっ
た

生体認証装置の
特性上、本人で
あっても操作の仕
方によってエラー
判定が出ることが
ある

容姿の違いは髪
型を変え、メガネ
をかけたためとの
回答を信用した

すらすらと回答が
あり、嘘を言って
いるとは思えな
かった
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当社社員の制服
を着ていたため
運転員だと思い、
嘘を言うわけがな
いと思いこんだ

運転員はＩＤカー
ドの扱いなどの教
育やシミュレー
ション訓練（過去
にシミュレーショ
ン装置の訓練を
見学した経験あ
り）などをされてい
るため尊敬してい
た

いつもゲートを出
入して慣れている
人達である

侵入監視に対し
ては意識が高い
が、内部脅威に
対しては意識が
低く、出入監視は
甘くなるのかもし
れない（社員見張
人副班長の推定）

核物質防護に対
する意識が低
かった

自分でもモニタの
見方が足りないと
思う（見える部分
を止めてまで見て
いない）

手順・ルールを厳
格に遵守し、核物
質防護措置を維
持するということ
を、個人単位で意
識づけ（刷り込
み）することが足
りなかった

防災安全部は、
当社社員に対し、
核物質防護に関
するメッセージを
発信していたもの
の、現場の理解
度や実践状況ま
で把握できていな
かった

社員見張人副班
長は繰り返し質
問している様子を
認識したが、よく
ある状況と思い、
関与しなかった

社員見張人から
相談がなかった

社員見張人は、
既にIDカードの本
人と信じていたた
め、本人確認が
できたと思ってい
た

既存の生体認証装
置以外に生体認証
装置がない

他の設備と合わ
せて計画的により
使い易い装置に
入替えを計画中
だった
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